
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」（いわゆる「カジノ解禁推進

法案」）に反対する会長声明 

 

１ 国際観光産業振興議員連盟（通称「ＩＲ議連」）に所属する国会議員によって、

「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」（以下「カジノ解禁推進法案」と

いう。）が国会に提出され、衆議院において継続審議となっている。 

カジノ解禁推進法案は、刑法第１８５条及び第１８６条で処罰の対象とされて

いる「賭博」に該当するカジノについて、一定の条件の下に設置を認めるために

必要な措置を講じるとするものである。 

しかしながら、経済効果のみが喧伝され、深刻な社会に対する影響等について

の検討がなされていない。また、賭博であるカジノを合法化するような正当な理

由は何ら認められないため、到底容認できない。 

２ そもそも、カジノが合法化されることにより、「暴力団員その他カジノ施設に対

する関与が不適当な者の関与」、「犯罪の発生」、「風俗環境の悪化」、「青少年の健

全育成への悪影響」、「入場者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響」

（カジノ解禁推進法案１０条）等の弊害が生じることが確実に予想される。 

ギャンブル依存症の問題も深刻である。ギャンブル依存症は、経済的破綻をも

たらすのみならず、自らを死に追いやる危険性もある重篤な疾患である。 

ギャンブルをするために借金を繰り返す者が現れることも必至であり、多重債

務者問題対策が一定の効果を上げているにもかかわらず、これに逆行して、再び

多重債務者が増加する可能性が極めて高く、多重債務問題と共にヤミ金問題の再

然も大いに危惧されるところである。 

合法的賭博が拡大することによる青少年の健全育成への悪影響も看過できない。

カジノができることにより、住環境、教育環境の悪化は避けられず、賭博に対す

る抵抗感を喪失させることにつながりかねない。 

さらに、資金源獲得を目的とする暴力団の関与を完全に排除することは極めて

困難であるといわざるを得ない。 

仮に、カジノ解禁推進法の成立だけを理由に、日本人のカジノ利用や規制につ

いては別の法案で定めるとの修正がなされたとしても、その内容も不明確である

上に、以上の問題点が払拭されることは無い。 



３ 刑法が賭博を禁じている主な趣旨は、「勤労その他正当な原因によらず、単なる

偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を

助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民

経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、これを社会の風俗を害

する行為として処罰すること」（第１８６回国会衆議院内閣委員会における政府参

考人の答弁）にあるところ、カジノ推進法案が成立すれば、刑事罰をもって賭博

を禁止してきた立法趣旨が損なわれ、様々な弊害が生じることは必至である。 

よって、当会は、カジノ解禁推進法案に強く反対の意見を表明し、カジノ解禁

推進法案の廃案を求めるものである。 
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